
和やかに語り合いませんか

保険料の段階 要　件 保険料（年額）

第1段階
生活保護受給者、本人が老齢福祉年金受給
者で世帯全員が市町村民税非課税の人

17,400円

第2段階
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課
税年金収入額と合計所得金額の合計額が
80万円以下の人

17,400円

第3段階
世帯全員が市町村民税非課税で第2段階以
外の人

26,100円

第4段階

本人が市町村民税非課税で、本人の課税年
金収入額と合計所得金額の合計額が80万
円以下の人

31,300円

本人が市町村民税非課税で、上記以外の人 34,800円

第5段階
本人が市町村民税課税で、合計所得金額が
125万円未満の人

38,300円

第6段階
本人が市町村民税課税で、合計所得金額が
125万円以上200万円未満の人

43,500円

第7段階
本人が市町村民税課税で、合計所得金額が
200万円以上の人

52,200円

　

介
護
保
険
制
度
で
は
3
年
ご
と
に
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
を
推
計
し
、

サ
ー
ビ
ス
量
と
費
用
を
見
込
む
介
護
保

険
事
業
計
画
を
策
定
し
、
65
歳
以
上
の

人（
第
1
号
被
保
険
者
）の
介
護
保
険
料

を
算
出
し
て
い
ま
す
。
平
成
21
年
度
か

ら
は「
第
4
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」が

ス
タ
ー
ト
し
、
介
護
保
険
料
が
変
更
に

な
り
ま
し
た
。

保
険
料
基
準
額（
月
額
）は

　

要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
数
は
、

年
々
増
加
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
数

も
増
え
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
高
齢
化
に
伴
い
、
よ
り
多
く

の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
見
込
ま

れ
る
た
め
、
介
護
保
険
料
も
上
昇
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま

で
積
み
立
て
た
基
金
を
取
り
崩
し
、
結

果
と
し
て
保
険
料
基
準
額（
月
額
）を

2
、
9
0
0
円
と
し
ま
し
た
。
平
成
12

年
か
ら
保
険
料
基
準
額（
月
額
）を
2
、

9
1
5
円
と
し
て
い
た
の
で
、
若
干
の

引
き
下
げ
と
な
り
ま
し
た
。

所
得
に
よ
っ
て
7
段
階
に

　

介
護
保
険
料
は
所
得
に
よ
っ
て
段
階

ご
と
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
ま
で
の
6
段
階
か
ら
7
段
階
に
変
更

し
、
よ
り
き
め
細
か
い
保
険
料
段
階
に

し
ま
し
た
。

　

本
人
が
市
町
村
民
税
課
税
の
場
合
、

こ
れ
ま
で
は
合
計
所
得
金
額
が
2
0
0

万
円
未
満
と
2
0
0
万
円
以
上
の
人

の
2
段
階
で
区
分
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
今
回
か
ら
1
2
5
万
円
未
満
の
人
、

2
0
0
万
円
未
満
の
人
、
2�

0�

0
万
円

以
上
の
人
の
3
段
階
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
の
第
4
段
階
の
う

ち
年
金
収
入
と
合
計
所
得
金
額
の
合
計

が
80
万
円
以
下
の
人
に
対
す
る
負
担
軽

減
を
実
施
し
、
負
担
能
力
に
応
じ
た
保

険
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

介
護
報
酬
改
定
に
伴
う 

軽
減
措
置

　

国
の
緊
急
特
別
対
策
で
介
護
従
事
者

の
処
遇
改
善
の
た
め
に
介
護
報
酬
が

3
％
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。本
来
は
、

上
昇
分
が
介
護
保
険
料
に
直
接
結
び
付

く
と
こ
ろ
で
す
が
、
保
険
料
の
急
激
な

上
昇
を
抑
え
る
た
め
に
、
国
が
上
昇
分

の
一
部（
平
成
21
年
度
は
保
険
料
上
昇

分
の
全
額
、
平
成
22
年
度
は
2
分
の
1

の
額
）を
負
担
し
、
皆
さ
ん
の
負
担
を

軽
減
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
21
〜
23
年
度
の
保
険
料（
年
額
）

は
下
表
の
通
り
で
す
。

納
め
方
は

　

介
護
保
険
の
保
険
料
は
、
40
〜
64
歳

の
人
は
医
療
保
険
の
保
険
料
と
一
緒
に

納
め
ま
す
。
65
歳
以
上
の
人
の
納
め
方

に
は
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
と
、
納

付
書
に
よ
る
普
通
徴
収
が
あ
り
ま
す
。

特
別
徴
収
…
年
額
18
万
円
以
上
の
老

齢
・
退
職
年
金
、
遺
族
年
金
、
障
害

年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
が
対
象
。

個
人
の
保
険
料
は
7
月
下
旬
に「
介

護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」で
通
知

普
通
徴
収
…
年
金
額
が
年
額
で
18
万
円

未
満
、
年
度
の
途
中
で
65
歳
に
な
っ

た
人
、
他
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
人

な
ど
が
対
象
。
7
月
中
旬
に
納
付
書

を
送
付

滞
納
す
る
と

　

特
別
な
事
情
も
な
く
、
保
険
料
を
滞

納
し
て
い
る
と
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
と
き
、
全
額
自
己
負
担（
後
日
9
割

分
払
い
戻
し
）に
な
っ
た
り
、
給
付
の
一

部
ま
た
は
全
部
が
差
し
止
め
に
な
る
な

ど
、
未
納
の
期
間
に
応
じ
て
、
段
階
的

に
措
置
が
取
ら
れ
ま
す
。

　

災
害
な
ど
特
別
な
事
情
に
よ
っ
て
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に

は
、
保
険
料
の
徴
収
が
猶
予
さ
れ
た
り
、

減
額
・
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
介
護
保
険
課（
☎
20
‐

1
5
4
5
）へ
。

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料

平
成
21
年
度
か
ら
変
更
に

65歳以上の介護保険料（平成21～23年度）
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